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(57)【要約】

【課題】区分建物の家屋番号を的確に推定できる区分建

物推定システム、区分建物推定方法及びプログラムを提

供する。

【解決手段】上物関係データ記憶部２６は、土地の地番

と当該土地の上物である建物の家屋番号とが関連付けら

れた上物関係データを記憶する。推定部３２は、区分建

物の登記申請に係る登記申請情報に基づいて、当該区分

建物の家屋番号を特定する。推定部３２は、上物関係デ

ータに基づいて、特定される家屋番号により識別される

建物が建つ土地の地番を特定する。推定部３２は、特定

される地番と上物関係データにおいて関連付けられてい

る家屋番号を、区分建物の家屋番号として推定する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

  土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ

を 記 憶 す る 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、

  区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す

る 家 屋 番 号 特 定 手 段 と 、

  前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地

の 地 番 を 特 定 す る 地 番 特 定 手 段 と 、

  特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建

物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 家 屋 番 号 推 定 手 段 と 、

  を 含 む 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ２ 】

  前 記 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 が 記 憶 す る 複 数 の 前 記 上 物 関 係 デ ー タ の う ち に は 、 家 屋 番

号 が 複 数 の 地 番 の 組 合 せ に 関 連 付 け ら れ た 前 記 上 物 関 係 デ ー タ が 存 在 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ３ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋 番 号 と

特 定 さ れ る 家 屋 番 号 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 か ら 除 外 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ４ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ

れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 、 区 分 建 物

で は な い 建 物 の 家 屋 番 号 以 外 の 家 屋 番 号 の 数 が 所 定 数 以 上 で あ る 場 合 に 、 当 該 推 定 さ れ る

家 屋 番 号 を 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ５ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ

れ る 建 物 の 登 記 情 報 に 示 さ れ て い る 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 欄 の 内 容 に 基 づ い て 、 複 数 の 棟 の

そ れ ぞ れ に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 推 定 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ６ 】

  家 屋 番 号 特 定 手 段 が 、 区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建

物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、

  地 番 特 定 手 段 が 、 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ

た 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地

番 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、

  家 屋 番 号 推 定 手 段 が 、 特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い

る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ ッ プ と 、

  を 含 む 区 分 建 物 推 定 方 法 。

【 請 求 項 ７ 】

  区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す

る ス テ ッ プ と 、

  土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ

に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定 す る ス テ

ッ プ と 、

  特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建

物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ ッ プ と 、

  を 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
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【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

  本 発 明 は 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 、 区 分 建 物 推 定 方 法 及 び プ ロ グ ラ ム に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

  一 般 財 団 法 人 民 事 法 務 協 会 が 提 供 す る 登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス 、 不 動 産 登 記 受 付 帳 を 電 子

化 し た デ ー タ で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ 、 家 屋 課 税 台 帳 を 電 子 化 し た 家 屋 課 税 台 帳 デ ー タ

、 な ど を 用 い る こ と で 、 所 与 の エ リ ア 内 の 建 物 の 家 屋 番 号 （ 所 在 及 び 家 屋 番 号 ） の リ ス ト

を 生 成 す る こ と が 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

  こ の こ と に 関 連 し 、 特 許 文 献 １ に は 、 法 務 局 の サ ー バ か ら 、 所 定 の 地 域 内 に 存 在 す る 地

番 の 一 覧 表 と 家 屋 番 号 の 一 覧 表 を 取 得 す る こ と が 記 載 さ れ て い る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ １ ７ － ３ ３ １ ８ ８ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

  不 動 産 業 者 等 の 事 業 者 が 営 業 す る と き に 、 所 与 の 営 業 エ リ ア 内 の 分 譲 マ ン シ ョ ン 等 の 区

分 建 物 の リ ス ト が あ れ ば 便 利 で あ る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

  し か し 、 上 述 の 家 屋 番 号 の リ ス ト を 用 い て も 、 分 譲 マ ン シ ョ ン 等 の 区 分 建 物 の 家 屋 番 号

を 的 確 に 推 定 す る こ と は 困 難 で あ っ た 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

  本 発 明 は 上 記 実 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 そ の 目 的 の 一 つ は 、 区 分 建 物 の 家 屋

番 号 を 的 確 に 推 定 で き る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 、 区 分 建 物 推 定 方 法 及 び プ ロ グ ラ ム を 提 供

す る こ と に あ る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

  （ １ ） 本 発 明 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム は 、 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物

の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ を 記 憶 す る 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、 区

分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す る 家

屋 番 号 特 定 手 段 と 、 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ

る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定 す る 地 番 特 定 手 段 と 、 特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー

タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 家 屋 番 号

推 定 手 段 と 、 を 含 む 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

  （ ２ ） 前 記 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 が 記 憶 す る 複 数 の 前 記 上 物 関 係 デ ー タ の う ち に は 、

家 屋 番 号 が 複 数 の 地 番 の 組 合 せ に 関 連 付 け ら れ た 前 記 上 物 関 係 デ ー タ が 存 在 す る 、 上 記 （

１ ） に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ １ ０ 】

  （ ３ ） 前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋

番 号 と 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 か ら 除 外 す

る 、 上 記 （ １ ） 又 は （ ２ ） に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ １ １ 】

  （ ４ ） 前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り

識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 、 区

分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋 番 号 以 外 の 家 屋 番 号 の 数 が 所 定 数 以 上 で あ る 場 合 に 、 当 該 推 定

さ れ る 家 屋 番 号 を 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 、 上 記 （ １ ） か ら （ ３ ） の い
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ず れ か に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ １ ２ 】

  （ ５ ） 前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り

識 別 さ れ る 建 物 の 登 記 情 報 に 示 さ れ て い る 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 欄 の 内 容 に 基 づ い て 、 複 数

の 棟 の そ れ ぞ れ に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 推 定 す る 、 上 記 （ １ ） か ら （ ４ ） の い ず

れ か に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ １ ３ 】

  （ ６ ） 本 発 明 に 係 る 区 分 建 物 推 定 方 法 は 、 家 屋 番 号 特 定 手 段 が 、 区 分 建 物 の 登 記 申 請 に

係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、 地 番 特 定

手 段 が 、 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係

デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定 す

る ス テ ッ プ と 、 家 屋 番 号 推 定 手 段 が 、 特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連

付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ ッ プ と 、 を 含 む 。

【 ０ ０ １ ４ 】

  （ ７ ） 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て

、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建

物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り

識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、 特 定 さ れ る 地 番 と 前 記 上 物 関 係

デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ

ッ プ と 、 を 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム で あ る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ５ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム で 実 装 さ れ る 機 能 の 一 例 を 示 す

機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 上 物 関 係 デ ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム に お い て 行 わ れ る 処 理 の 流 れ の

一 例 を 示 す フ ロ ー 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 区 分 建 物 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ６ 】

  以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に つ い て 図 面 に 基 づ き 詳 細 に 説 明 す る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

  図 １ は 、 本 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ で 実 装 さ れ る 機 能 の 一 例 を 示 す 機

能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ で 、 図 １ に 示 す

機 能 の す べ て が 実 装 さ れ る 必 要 は な く 、 ま た 、 図 １ に 示 す 機 能 以 外 の 機 能 が 実 装 さ れ て い

て も 構 わ な い 。

【 ０ ０ １ ８ 】

  図 １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ は 、 機 能 的 に は 例 え ば

、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２

４ 、 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ 、 登 記 情 報 記 憶 部 ２ ８ 、 マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ 記 憶 部 ３ ０ 、

推 定 部 ３ ２ 、 リ ス ト 生 成 部 ３ ４ 、 生 成 リ ス ト 記 憶 部 ３ ６ 、 を 含 ん で い る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

  区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ は 、 例 え ば Ｃ Ｐ Ｕ 、 メ モ リ 、 通 信 イ ン タ フ ェ ー ス 、 入 力 デ バ

イ ス 及 び デ ィ ス プ レ イ を 含 む 、 公 知 の コ ン ピ ュ ー タ に よ り 構 成 さ れ て よ い 。 そ し て 、 図 １

に 示 す 機 能 ブ ロ ッ ク は 、 コ ン ピ ュ ー タ で あ る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ に お い て 区 分 建 物

推 定 プ ロ グ ラ ム が 実 行 さ れ る こ と に よ り 実 現 さ れ る 。 区 分 建 物 推 定 プ ロ グ ラ ム は 、 半 導 体

メ モ リ な ど の 各 種 の コ ン ピ ュ ー タ 可 読 情 報 記 憶 媒 体 に 格 納 さ れ 、 当 該 媒 体 か ら 区 分 建 物 推

定 シ ス テ ム １ ０ に ロ ー ド さ れ て も よ い 。 あ る い は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の デ ー タ 通 信 回 線
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を 介 し て 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ に ダ ウ ン ロ ー ド さ れ て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

  家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号

デ ー タ を 複 数 含 む 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ を 記 憶 す る 。 図 ２ は 、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ の 一

例 を 示 す 図 で あ る 。 図 ２ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 に 係 る 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に は 、 互

い に 異 な る 建 物 の 家 屋 番 号 を そ れ ぞ れ が 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ が 複 数 含 ま れ て い る 。 こ こ で

、 図 ２ に 示 す よ う に 、 家 屋 番 号 デ ー タ に 、 建 物 の 所 在 を 示 す 文 字 列 、 及 び 、 当 該 建 物 の 家

屋 番 号 を 示 す 文 字 列 が 含 ま れ て い て も よ い 。 例 え ば 、 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ の ユ ー ザ

に よ っ て 、 不 動 産 登 記 全 部 事 項 等 の 登 記 情 報 、 不 動 産 登 記 受 付 帳 の 記 載 内 容 に 相 当 す る 登

記 申 請 情 報 、 家 屋 課 税 台 帳 を 電 子 化 し た 家 屋 課 税 台 帳 デ ー タ 、 な ど に 基 づ い て 生 成 さ れ た

家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ が 、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ に 記 憶 さ れ て も よ い 。 ま た 、

家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ は 、 所 与 の エ リ ア （ 以 下 、 対 象 エ リ ア と 呼 ぶ 。 ） 内 に お

け る 建 物 及 び 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ を 含 む 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ を 記

憶 し て も よ い 。

【 ０ ０ ２ １ 】

  登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 図 ３ に 例 示 さ れ て い る 登 記 申 請 情

報 デ ー タ な ど と い っ た 登 記 申 請 情 報 を 記 憶 す る 。 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ る 登

記 申 請 情 報 に は 、 所 与 の 期 間 内 に 行 わ れ た 登 記 申 請 に 係 る 、 上 述 の 対 象 エ リ ア 内 に お け る

不 動 産 に 係 る 登 記 申 請 情 報 が 含 ま れ て い て も よ い 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て 、 登 記 申 請

情 報 記 憶 部 ２ ２ に は 、 上 述 の 対 象 エ リ ア 内 に お け る す べ て の 不 動 産 （ 建 物 や 区 分 建 物 を 含

む ） に 係 る 登 記 申 請 情 報 は 含 ま れ て お ら ず 、 上 述 の 対 象 エ リ ア 内 に お け る 一 部 の 不 動 産 に

つ い て の 登 記 申 請 情 報 が 含 ま れ て い る こ と と す る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

  こ こ で 、 法 務 局 で 管 理 さ れ て い る 不 動 産 登 記 受 付 帳 の 記 載 内 容 に 相 当 す る 登 記 申 請 情 報

が デ ー タ と し て 登 録 さ れ た 登 記 申 請 情 報 デ ー タ 提 供 シ ス テ ム か ら 通 信 イ ン タ フ ェ ー ス を 介

し て 予 め 登 記 申 請 情 報 の デ ー タ が 取 得 さ れ て も よ い 。 そ し て 、 取 得 さ れ た 登 記 申 請 情 報 の

デ ー タ で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

  図 ３ は 、 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 図 ３ に 例 示 す る 登 記 申 請 情 報 デ ー

タ は 、 そ れ ぞ れ 、 １ の 不 動 産 登 記 申 請 に 対 応 付 け ら れ る 。 本 実 施 形 態 に 係 る 登 記 申 請 情 報

デ ー タ に は 、 受 付 年 月 日 デ ー タ 、 受 付 番 号 、 物 件 特 定 デ ー タ 、 申 請 単 位 デ ー タ 、 登 記 目 的

デ ー タ 、 用 途 デ ー タ 、 外 筆 デ ー タ が 含 ま れ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

  受 付 年 月 日 デ ー タ は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 の 受

付 年 月 日 を 示 す デ ー タ で あ る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

  受 付 番 号 は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 が さ れ た 年 に

お け る 、 当 該 登 記 申 請 の 受 付 順 序 に 従 っ て 設 定 さ れ る 番 号 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

  物 件 特 定 デ ー タ は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 の 対 象

と な る 不 動 産 を 特 定 す る た め の デ ー タ で あ る 。 図 ３ に 示 す よ う に 物 件 特 定 デ ー タ に は 、 都

道 府 県 名 デ ー タ 、 市 区 町 村 名 デ ー タ 、 大 字 名 町 名 デ ー タ 、 字 名 丁 目 デ ー タ 、 地 番 家 屋 番 号

デ ー タ 、 が 含 ま れ る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

  都 道 府 県 名 デ ー タ 、 市 区 町 村 名 デ ー タ 、 大 字 名 町 名 デ ー タ 、 字 名 丁 目 デ ー タ 、 地 番 家 屋

番 号 デ ー タ は 、 そ れ ぞ れ 、 登 記 申 請 の 対 象 と な る 不 動 産 の 都 道 府 県 名 、 市 区 町 村 名 、 大 字

名 又 は 町 名 、 字 名 又 は 丁 目 、 地 番 又 は 家 屋 番 号 を 示 す デ ー タ で あ る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

  地 番 家 屋 番 号 デ ー タ は 、 登 記 申 請 の 対 象 と な る 不 動 産 が 土 地 で あ る 場 合 は 、 当 該 不 動 産

の 地 番 を 示 す デ ー タ で あ る 。 ま た 、 地 番 家 屋 番 号 デ ー タ は 、 登 記 申 請 の 対 象 と な る 不 動 産
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が 建 物 で あ る 場 合 は 、 当 該 不 動 産 の 家 屋 番 号 を 示 す デ ー タ で あ る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

  本 実 施 形 態 で は 、 物 件 特 定 デ ー タ に 基 づ い て 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ

る 登 記 申 請 の 対 象 と な る 不 動 産 の 所 在 が 特 定 で き る よ う に な っ て い る 。 例 え ば 、 都 道 府 県

名 デ ー タ 、 市 区 町 村 名 デ ー タ 、 大 字 名 町 名 デ ー タ 、 字 名 丁 目 デ ー タ の 値 を 結 合 し た 文 字 列

が 当 該 不 動 産 の 所 在 を 表 す 文 字 列 に 相 当 す る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

  申 請 単 位 デ ー タ は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 が 単 独

申 請 に よ っ て さ れ た か 連 件 申 請 に よ っ て さ れ た か を 示 す デ ー タ で あ る 。 不 動 産 登 記 受 付 帳

に お け る 「 単 独 」 、 「 連 先 」 、 「 連 続 」 と の 記 載 内 容 に 相 当 す る 。 連 件 申 請 に よ っ て さ れ

た 登 記 申 請 の 最 初 の 登 記 申 請 に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 申 請 単 位 デ ー タ に は

「 連 先 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。 当 該 申 請 単 位 デ ー タ と と も に さ れ た 登 記 申 請 に 対 応 付 け ら

れ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 申 請 単 位 デ ー タ に は 「 連 続 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。 ま た 、 単 独

申 請 に よ っ て さ れ た 登 記 申 請 に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 申 請 単 位 デ ー タ に は

「 単 独 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

  登 記 目 的 デ ー タ は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 の 目 的

を 示 す デ ー タ で あ る 。 な お 、 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 含 ま れ る 登 記 目 的 デ ー タ の 値 の 文 字 列

と 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 不 動 産 登 記 受 付 帳 に お け る 登 記 目 的 を 表 す

文 字 列 と は 、 必 ず し も 一 致 し て い な く て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

  用 途 デ ー タ は 、 例 え ば 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 対 応 付 け ら れ る 登 記 申 請 に 係 る 不 動

産 の 用 途 （ 種 別 ） を 示 す デ ー タ で あ る 。 当 該 登 記 申 請 に 係 る 不 動 産 が 土 地 で あ る 場 合 は 、

用 途 デ ー タ に は 「 土 地 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。 ま た 、 当 該 登 記 申 請 に 係 る 不 動 産 が 建 物 で

あ る 場 合 は 、 用 途 デ ー タ に は 「 建 物 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。 ま た 、 当 該 登 記 申 請 に 係 る 不

動 産 が 区 分 建 物 で あ る 場 合 は 、 用 途 デ ー タ に は 「 区 建 」 と の 値 が 設 定 さ れ る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

  外 筆 デ ー タ は 、 物 件 特 定 デ ー タ に よ り 特 定 さ れ る 不 動 産 と と も に １ の 登 記 申 請 に よ り 登

記 申 請 が さ れ た 不 動 産 の 存 在 の 有 無 や 数 を 示 す デ ー タ で あ る 。 以 下 、 ２ 以 上 の 不 動 産 に つ

い て の １ の 登 記 申 請 に よ る 登 記 申 請 を 、 一 括 申 請 と 呼 ぶ こ と と す る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

  一 括 申 請 が さ れ た 他 の 不 動 産 が 存 在 す る 場 合 は 、 登 記 申 請 情 報 に 「 外 １ 」 、 「 外 ２ 」 な

ど い っ た 外 筆 情 報 が 記 録 さ れ る 。 こ こ で 「 外 １ 」 は 、 物 件 特 定 デ ー タ に よ り 特 定 さ れ る 不

動 産 と と も に 一 括 申 請 が さ れ た 不 動 産 が １ つ 存 在 す る こ と を 意 味 す る 。 ま た 「 外 ２ 」 は 、

物 件 特 定 デ ー タ に よ り 特 定 さ れ る 不 動 産 と と も に 一 括 申 請 さ れ た 不 動 産 が ２ つ 存 在 す る こ

と を 意 味 す る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

  本 実 施 形 態 で は 外 筆 情 報 が 記 録 さ れ て い る 登 記 申 請 情 報 に つ い て は 、 外 筆 デ ー タ に １ 以

上 の 値 が 設 定 さ れ る 。 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 「 外 １ 」 と の 外 筆 情 報 が 記 録 さ れ て い る 登 記

申 請 情 報 に 相 当 す る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 外 筆 デ ー タ に は 値 と し て １ が 設 定 さ れ る こ と と

す る 。 ま た 、 「 外 ２ 」 と の 外 筆 情 報 が 記 録 さ れ て い る 登 記 申 請 情 報 に 相 当 す る 登 記 申 請 情

報 デ ー タ の 外 筆 デ ー タ に は 値 と し て ２ が 設 定 さ れ る こ と と す る 。 ま た 本 実 施 形 態 で は 、 外

筆 情 報 が 記 録 さ れ て い な い 登 記 申 請 情 報 に 相 当 す る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 外 筆 デ ー タ に は

値 と し て ０ が 設 定 さ れ る こ と と す る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

  ま た 、 本 実 施 形 態 で は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ

に お い て 、 連 件 申 請 さ れ た 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ 同 士 が 関 連 付 け ら れ て い る

こ と と す る 。 例 え ば 、 連 件 申 請 さ れ た 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に は 、 同 じ グ ル

ー プ Ｉ Ｄ が 付 与 さ れ て い る こ と と す る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】
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  例 え ば 、 申 請 単 位 デ ー タ の 値 が 「 連 先 」 で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ と 、 受 付 番 号 が 当 該

登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 後 続 す る 、 １ 又 は 複 数 の 、 申 請 単 位 デ ー タ の 値 が 「 連 続 」 で あ る 登

記 申 請 情 報 デ ー タ と 、 に 同 じ グ ル ー プ Ｉ Ｄ が 付 与 さ れ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

  上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で

あ る 建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ を 生 成 す る 。 図 ４ は 、 上 物 関 係 デ

ー タ の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 図 ４ に 示 す よ う に 、 上 物 関 係 デ ー タ に は 、 例 え ば 、 地 番 デ ー

タ と 家 屋 番 号 デ ー タ と を 含 む 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

  上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ は 、 例 え ば 、 民 事 法 務 協 会 登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス が 提 供 す る

、 所 在 地 番 か ら 家 屋 番 号 を 応 答 す る サ ー ビ ス の Ａ Ｐ Ｉ を 用 い て 、 上 述 の 対 象 エ リ ア 内 の す

べ て の 地 番 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 当 該 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋

番 号 を 特 定 す る 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 を 実 行 す る よ う に し て も よ い 。 あ る い は 、 上

物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 Ｇ 空 間 情 報 セ ン タ ー に よ り 整 備 さ れ て い る Ｇ 空 間 情 報 デ ー タ

に 示 さ れ て い る 地 番 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 上 述 の 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 を 実 行 す る

よ う に し て も よ い 。 こ こ で 、 １ つ の 地 番 に 対 し て 当 該 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 の 上 物 で

あ る 建 物 の 家 屋 番 号 が １ つ だ け 特 定 さ れ る 場 合 も あ れ ば 、 複 数 特 定 さ れ る 場 合 も あ る 。 例

え ば 、 １ つ の 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 に 複 数 の 建 物 、 あ る い は 、 複 数 の 区 分 建 物 を 含 む

建 物 が 建 っ て い る 場 合 は 、 当 該 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 が 複 数 特 定 さ れ る こ と と

な る 。 そ し て 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 当 該 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と こ の よ う に し

て 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ と を 関 連 付 け た 上 物 関 係 デ ー タ を 生 成 し て 、

生 成 さ れ る 上 物 関 係 デ ー タ を 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ に 記 憶 し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

  あ る い は 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い る 登

記 申 請 情 報 デ ー タ の う ち か ら 、 用 途 デ ー タ の 値 が 「 区 建 」 で あ る も の を 抽 出 し て も よ い 。

そ し て 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 民 事 法 務 協 会 登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス が 提 供 す る 、

家 屋 番 号 か ら 所 在 地 番 を 応 答 す る サ ー ビ ス の Ａ Ｐ Ｉ を 用 い て 、 登 記 申 請 情 報 デ ー タ に 示 さ

れ て い る 家 屋 番 号 に つ い て 、 当 該 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定

す る 敷 地 地 番 問 い 合 わ せ 処 理 を 実 行 し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ １ 】

  こ こ で 、 １ つ の 家 屋 番 号 に 対 し て 当 該 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番

が １ つ だ け 特 定 さ れ る 場 合 も あ れ ば 、 複 数 特 定 さ れ る 場 合 も あ る 。 例 え ば 、 ２ つ の 地 番 の

そ れ ぞ れ に よ り 識 別 さ れ る 土 地 に 跨 い で 建 つ 建 物 に つ い て は 、 当 該 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番

が ２ つ 特 定 さ れ る こ と と な る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

  そ し て 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 当 該 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ と こ の よ う

に し て 特 定 さ れ る 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と を 関 連 付 け た 上 物 関 係 デ ー タ を 生 成 し て 、 生 成

さ れ る 上 物 関 係 デ ー タ を 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ に 記 憶 し て も よ い 。 そ し て 、 上 物 関 係

デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 当 該 地 番 に つ い て 、 上 述 の 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 を 実 行 し て

も よ い 。 こ こ で 、 上 述 の よ う に 、 １ つ の 地 番 に 対 し て 当 該 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 の 上

物 で あ る 建 物 の 家 屋 番 号 が １ つ だ け 特 定 さ れ る 場 合 も あ れ ば 、 複 数 特 定 さ れ る 場 合 も あ る

。 そ し て 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 当 該 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と こ の よ う に し て 特

定 さ れ る 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ と を 関 連 付 け た 上 物 関 係 デ ー タ を 生 成 し て 、 生 成

さ れ る 上 物 関 係 デ ー タ を 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ に 記 憶 し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

  な お こ の 場 合 、 上 述 し た 処 理 が 実 行 さ れ た 後 に 、 さ ら に 、 上 述 の よ う に し て 特 定 さ れ る

地 番 に つ い て の 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 の 実 行 、 当 該 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 の

結 果 に 基 づ く 上 物 関 係 デ ー タ の 生 成 、 当 該 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 に よ り 特 定 さ れ る

家 屋 番 号 に つ い て の 敷 地 地 番 特 定 処 理 の 実 行 、 当 該 敷 地 地 番 特 定 処 理 の 結 果 に 基 づ く 上 物

関 係 デ ー タ の 生 成 、 が 所 定 回 数 繰 り 返 し 実 行 さ れ て も よ い 。
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【 ０ ０ ４ ４ 】

  あ る い は 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い る 登

記 申 請 情 報 デ ー タ の う ち か ら 、 用 途 デ ー タ の 値 が 「 区 建 」 で あ り 、 一 括 申 請 又 は 連 件 申 請

に よ っ て 所 定 数 以 上 （ 例 え ば ４ 件 以 上 ） が ま と め て 登 記 申 請 さ れ た 、 登 記 目 的 デ ー タ の 値

が 「 区 分 建 物 の 表 題 」 又 は 「 所 有 権 の 保 存 」 で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ を 抽 出 し て も よ い

。 そ し て 、 上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 ２ ４ が 、 こ の よ う に し て 抽 出 さ れ た 登 記 申 請 情 報 デ ー タ

に 基 づ い て 上 述 の 敷 地 地 番 問 い 合 わ せ 処 理 や 上 物 家 屋 番 号 問 い 合 わ せ 処 理 な ど の 処 理 を 実

行 す る こ と で 生 成 さ れ る 上 物 関 係 デ ー タ を 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ に 記 憶 し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

  上 述 の よ う に 、 １ つ の 地 番 に 対 し て 当 該 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 の 上 物 で あ る 建 物 が

１ つ だ け 特 定 さ れ る 場 合 も あ れ ば 、 複 数 特 定 さ れ る 場 合 も あ る 。 ま た 、 １ つ の 家 屋 番 号 に

対 し て 当 該 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 が １ つ だ け 特 定 さ れ る 場 合 も

あ れ ば 、 複 数 特 定 さ れ る 場 合 も あ る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

  図 ４ の 例 で は 、 値 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ 」 で あ る 地 番 デ ー タ が 、 値 が そ れ ぞ れ

「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ ２ 」 、 「 Ａ

県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ２ ０ １ 」 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ２ ０ ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市

Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ３ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ３ ０ ２ 」 で あ る ６ 個 の 家 屋

番 号 デ ー タ と 関 連 付 け ら れ て い る 。 こ の 例 は 、 １ つ の 家 屋 番 号 に 対 し て 当 該 家 屋 番 号 に よ

り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 が １ つ だ け 特 定 さ れ る 例 に 相 当 す る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

  ま た 、 図 ４ の 例 で は 、 値 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ 」 で あ る 地 番 デ ー タ 、 及 び 、 値

が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ７ 」 で あ る 地 番 デ ー タ の 組 合 せ が 、 値 が そ れ ぞ れ 「 Ａ 県 Ｂ 市

Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３

－ ６ － ３ 」 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － ４ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － ５ 」 、 「

Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － ６ 」 で あ る ６ 個 の 家 屋 番 号 デ ー タ と 関 連 付 け ら れ て い る 。 こ

の 例 は 、 １ つ の 家 屋 番 号 に 対 し て 当 該 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 が

複 数 特 定 さ れ る 例 に 相 当 す る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

  ま た 、 図 ４ の 例 で は 、 値 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ７ 」 で あ る 地 番 デ ー タ が 、 値 が 「

Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ － ７ 」 で あ る 家 屋 番 号 デ ー タ と 関 連 付 け ら れ て い る 。 こ の よ う

に 、 本 実 施 形 態 に お い て 、 値 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ６ 」 で あ る 地 番 デ ー タ と 値 が 「

Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ７ 」 で あ る 地 番 デ ー タ と の 組 合 せ と 、 値 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６

３ － ７ 」 で あ る 地 番 デ ー タ と が 、 別 々 の 地 番 デ ー タ と し て 管 理 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 地 番 デ ー

タ が 互 い に 異 な る 家 屋 番 号 デ ー タ と 関 連 付 け ら れ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

  上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 上 述 の 上 物 関 係 デ ー タ を 記 憶 す

る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

  登 記 情 報 記 憶 部 ２ ８ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 一 般 財 団 法 人 民 事 法 務 協 会 な ど に よ る

登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス に ア ク セ ス す る こ と で 取 得 可 能 な 、 不 動 産 登 記 全 部 事 項 等 の 登 記 情

報 を 記 憶 す る 。 当 該 登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス は 、 例 え ば 、 不 動 産 登 記 全 部 事 項 の 情 報 を 、 例

え ば Ｐ Ｄ Ｆ 形 式 の フ ァ イ ル で 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ に 提 供 す る 。 そ し て 本 実 施 形 態 で

は 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ が 、 当 該 フ ァ イ ル に 対 し て テ キ ス ト 化 処 理 を 実 行 す る 。 そ し

て 本 実 施 形 態 で は 、 テ キ ス ト 化 処 理 に よ り 生 成 さ れ た テ キ ス ト の 内 容 に 応 じ た 登 記 情 報 の

デ ー タ （ 以 下 、 登 記 情 報 デ ー タ と 呼 ぶ 。 ） が 登 記 情 報 記 憶 部 ２ ８ に 記 憶 さ れ る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

  マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ 記 憶 部 ３ ０ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 複 数 の 棟 の そ れ ぞ れ に つ い

て の 、 当 該 棟 に 設 け ら れ て い る 複 数 の 部 屋 の そ れ ぞ れ に つ い て の 家 屋 番 号 と 部 屋 番 号 と が

対 応 付 け ら れ た マ ン シ ョ ン 簿 を 電 子 化 し た デ ー タ で あ る マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ を 記 憶 す る 。
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こ の よ う に 本 実 施 形 態 で は 、 棟 ご と に 、 当 該 棟 に 設 け ら れ て い る 部 屋 の 家 屋 番 号 と 部 屋 番

号 を 特 定 で き る よ う に な っ て い る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

  推 定 部 ３ ２ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ に 記 憶 さ れ て

い る 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に 含 ま れ る 複 数 の 家 屋 番 号 デ ー タ の う ち か ら 、 区 分 建 物 の 家 屋

番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ を 推 定 す る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

  こ こ で 、 後 述 の よ う に 、 推 定 部 ３ ２ が 、 区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ

い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 し て も よ い 。 そ し て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 上 物 関 係 デ ー

タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 を 特 定 し て も

よ い 。 そ し て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 こ の よ う に し て 特 定 さ れ る 地 番 と 上 物 関 係 デ ー タ に お い て

関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

  リ ス ト 生 成 部 ３ ４ は 、 本 実 施 形 態 で は 例 え ば 、 推 定 部 ３ ２ に よ る 推 定 結 果 を 示 す リ ス ト

を 生 成 す る 。 こ こ で 例 え ば 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 示 す も の と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 デ

ー タ の リ ス ト が 生 成 さ れ て も よ い 。 そ し て 、 リ ス ト 生 成 部 ３ ４ は 、 生 成 さ れ る リ ス ト を 生

成 リ ス ト 記 憶 部 ３ ６ に 記 憶 さ せ る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

  以 下 、 本 実 施 形 態 に 係 る 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム １ ０ に お い て 行 わ れ る 処 理 の 流 れ の 一 例

を 、 図 ５ に 例 示 す る フ ロ ー 図 を 参 照 し な が ら 説 明 す る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

  以 下 の 説 明 で は 、 例 え ば 、 上 述 の 対 象 エ リ ア 内 の 建 物 の 家 屋 番 号 を そ れ ぞ れ が 示 す 複 数

の 家 屋 番 号 デ ー タ を 含 む 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ が 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ に 記 憶

さ れ て い る こ と と す る 。 そ し て 、 当 該 対 象 エ リ ア 内 の 土 地 の 地 番 と 当 該 土 地 の 上 物 で あ る

建 物 の 家 屋 番 号 と が 関 連 付 け ら れ た 上 物 関 係 デ ー タ が 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 ２ ６ に 記 憶 さ

れ て い る こ と と す る 。 ま た 、 所 与 の 期 間 に 行 わ れ た 当 該 対 象 エ リ ア 内 の 不 動 産 に つ い て の

登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い る こ と と す

る 。 た だ し 、 当 該 対 象 エ リ ア 内 の 一 部 の 不 動 産 に つ い て は 、 当 該 不 動 産 の 登 記 申 請 に 係 る

登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い な い こ と と す る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

  ま ず 、 推 定 部 ３ ２ が 、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ に 記 憶 さ れ て い る 家 屋 番 号 リ ス

ト デ ー タ に 含 ま れ る 家 屋 番 号 デ ー タ の う ち か ら 、 Ｓ １ ０ ２ か ら Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 が 実 行

さ れ て い な い も の を １ つ 選 択 す る （ Ｓ １ ０ １ ） 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

  そ し て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶 さ れ て い る 複 数 の 登 記 申 請 情 報

デ ー タ の う ち か ら 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ た 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 に よ

り 識 別 さ れ る 区 分 建 物 の 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 存 在 す る か 否 か を 確 認 す る （ Ｓ １ ０ ２ ） 。

こ こ で は 例 え ば 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ た 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 が 、 都

道 府 県 名 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 市 区 町 村 名 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 大 字 名 町 名 デ ー

タ の 値 で あ る 文 字 列 、 字 名 丁 目 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 地 番 家 屋 番 号 デ ー タ の 値 で あ る

文 字 列 、 を 結 合 し た 文 字 列 と 一 致 し 、 用 途 デ ー タ の 値 が 「 区 建 」 で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー

タ が 存 在 す る か 否 か が 確 認 さ れ る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

  存 在 す る こ と が 確 認 さ れ な か っ た 場 合 は （ Ｓ １ ０ ２ ： Ｎ ） 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 に 戻 る

。

【 ０ ０ ６ ０ 】

  存 在 す る こ と が 確 認 さ れ た 場 合 は （ Ｓ １ ０ ２ ： Ｙ ） 、 推 定 部 ３ ２ が 、 上 物 関 係 デ ー タ に

お い て 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ た 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 に 関 連 付

け ら れ て い る 地 番 を 特 定 す る （ Ｓ １ ０ ３ ） 。

【 ０ ０ ６ １ 】
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  そ し て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 Ｓ １ ０ ３ に 示 す 処 理 で 特 定 さ れ た 地 番 と 上 物 関 係 デ ー タ に お い

て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る （ Ｓ １ ０ ４ ） 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

  そ し て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 ２ ０ に 記 憶 さ れ て い る す べ て の 家

屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に つ い て Ｓ １ ０ ２ か ら Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 が 実 行 さ れ た か 否 か を 確 認

す る （ Ｓ １ ０ ５ ） 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

  す べ て の 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に つ い て Ｓ １ ０ ２ か ら Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 が 実 行 さ れ て

い な い 場 合 は （ Ｓ １ ０ ５ ： Ｎ ） 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 に 戻 る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

  す べ て の 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に つ い て Ｓ １ ０ ２ か ら Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 が 実 行 さ れ た

こ と が 確 認 さ れ た 場 合 は （ Ｓ １ ０ ５ ： Ｙ ） 、 リ ス ト 生 成 部 ３ ４ が 、 Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 に

お い て 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ た 家 屋 番 号 の リ ス ト で あ る 区 分 建 物 家 屋 番 号 リ

ス ト デ ー タ を 生 成 し 、 生 成 さ れ た 区 分 建 物 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ を 生 成 リ ス ト 記 憶 部 ３ ６

に 記 憶 さ せ て （ Ｓ １ ０ ６ ） 、 本 処 理 例 に 示 す 処 理 は 終 了 さ れ る 。 図 ６ は 、 こ の よ う に し て

生 成 さ れ る 区 分 建 物 家 屋 番 号 リ ス ト の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

  Ｓ １ ０ ３ に 示 す 処 理 で 複 数 の 地 番 が 特 定 さ れ た 場 合 に は 、 Ｓ １ ０ ４ に 示 す 処 理 で は 、 当

該 複 数 の 地 番 の 組 合 せ と 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 が 、 区 分 建

物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る こ と と な る 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

  上 述 の Ｓ １ ０ ２ に 示 す 処 理 で 、 推 定 部 ３ ２ が 、 さ ら に 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 ２ ２ に 記 憶

さ れ て い る 複 数 の 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の う ち か ら 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ た 家 屋

番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 、 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 登 記 申 請 情 報 デ ー

タ が 存 在 す る か 否 か を 確 認 し て も よ い 。 こ こ で は 例 え ば 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ

た 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 が 、 都 道 府 県 名 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 市 区 町 村 名 デ

ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 大 字 名 町 名 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 字 名 丁 目 デ ー タ の 値 で あ る

文 字 列 、 地 番 家 屋 番 号 デ ー タ の 値 で あ る 文 字 列 、 を 結 合 し た 文 字 列 と 一 致 し 、 用 途 デ ー タ

の 値 が 「 建 物 」 で あ る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 存 在 す る か 否 か が 確 認 さ れ る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

  そ し て 、 Ｓ １ ０ １ に 示 す 処 理 で 選 択 さ れ た 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ

れ る 、 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 存 在 が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 推 定 部

３ ２ は 、 当 該 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 家 屋 番 号 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家

屋 番 号 か ら 除 外 し て も よ い 。 こ の 場 合 、 当 該 家 屋 番 号 は Ｓ １ ０ ６ に 示 す 処 理 で 生 成 さ れ る

区 分 建 物 家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ に は 含 ま れ な い こ と と な る 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

  こ の よ う に し て 、 推 定 部 ３ ２ は 、 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋

番 号 と 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 か ら 除 外 し

て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

  ま た 、 本 実 施 形 態 に お い て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 上 述 の よ う に し て 推 定 さ れ る 区 分 建 物 の 家

屋 番 号 の う ち か ら 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 を 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

  例 え ば 、 推 定 部 ３ ２ は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ

る 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 と 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 、 区 分 建 物 で は な

い 建 物 の 家 屋 番 号 以 外 の 家 屋 番 号 の 数 を 特 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ １ 】

  例 え ば 、 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ １ 」 が 区 分 建 物 の

家 屋 番 号 で あ る こ と が 特 定 さ れ た と す る 。 こ の 場 合 、 図 ４ に 示 す 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い

て 、 当 該 区 分 建 物 が 建 つ 土 地 の 地 番 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ 」 と 特 定 さ れ る 。 そ し
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て 、 当 該 地 番 と 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 家 屋 番 号 が 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ

７ ６ ３ － １ － １ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６

３ － １ － ２ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ２ ０ ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ －

１ － ３ ０ １ 」 、 及 び 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ３ － ３ ０ ２ 」 の ６ 個 と 特 定 さ れ る 。 そ し

て 、 こ れ ら ６ 個 の 家 屋 番 号 の い ず れ も 当 該 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 、 区 分 建 物 で は な い

建 物 の 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 存 在 し な か っ た と す る 。 こ の 場 合 、 「 ６ 」 が 上 述 の 家 屋 番 号

の 数 と し て 特 定 さ れ る 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

  そ し て 、 推 定 部 ３ ２ は 、 こ の よ う に し て 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 の 数 が 所 定 数 （ 例 え ば 、 ４

） 以 上 で あ る 場 合 に 、 当 該 家 屋 番 号 を 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 。 こ の 場

合 は 、 上 述 の ６ 個 の 家 屋 番 号 の す べ て が 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る こ と

と な る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

  ま た 、 推 定 部 ３ ２ は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 で あ っ て 、 枝 番 が

３ 桁 以 上 で あ る 家 屋 番 号 を 、 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。 例 え ば 、

家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 文 字 列 に ハ イ フ ン が １ つ 含 ま れ る 場 合 は 、 当 該 ハ イ フ ン よ り も 右 の

部 分 が 枝 番 に 相 当 す る 。 ま た 、 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 文 字 列 に ハ イ フ ン が ２ つ 以 上 含 ま れ

る 場 合 は 、 最 も 右 の ハ イ フ ン よ り も 右 の 部 分 が 枝 番 に 相 当 す る 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

  例 え ば 、 図 ６ に 示 す 区 分 建 物 家 屋 番 号 リ ス ト が 生 成 さ れ た と す る 。 こ の 場 合 、 「 Ａ 県 Ｂ

市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － １ ０ ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ

町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ２ ０ １ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － １ － ２ ０ ２ 」 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ

７ ６ ３ － １ － ３ ０ １ 」 、 及 び 、 「 Ａ 県 Ｂ 市 Ｃ 町 Ｄ ７ ６ ３ － ３ － ３ ０ ２ 」 の ６ 個 が 、 分 譲 マ

ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る こ と と な る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

  ま た 、 推 定 部 ３ ２ は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 で あ っ て 、 マ ン シ

ョ ン 簿 デ ー タ 記 憶 部 ３ ０ に 記 憶 さ れ て い る マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ に 示 さ れ て い る 家 屋 番 号 を

、 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

  ま た 、 推 定 部 ３ ２ は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る

建 物 が 、 用 途 が 区 建 で あ り 登 記 目 的 が 区 分 建 物 の 表 題 で あ る 、 一 括 申 請 又 は 連 件 申 請 に よ

る 所 定 数 以 上 の 登 記 申 請 が さ れ た 建 物 で あ る 場 合 に 、 当 該 家 屋 番 号 を 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家

屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

  例 え ば 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 区 分 建 物 の 登

記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の な か に 、 （ １ ） 用 途 デ ー タ の 値 が 「 区 建 」 で あ る と の

条 件 、 （ ２ ） 登 記 目 的 デ ー タ の 値 が 「 区 分 建 物 の 表 題 」 で あ る と の 条 件 、 及 び 、 （ ３ ） 当

該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 一 括 申 請 又 は 連 件 申 請 に 係 る も の で あ る と の 条 件 （ す な わ ち 、 当

該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ と 同 じ グ ル ー プ Ｉ Ｄ が 付 与 さ れ た 登 記 申 請 情 報 デ ー タ が 複 数 存 在 す

る 、 あ る い は 、 当 該 登 記 申 請 情 報 デ ー タ の 外 筆 デ ー タ の 値 が １ 以 上 で あ る と の 条 件 ） の す

べ て を 満 た す も の が 存 在 す る 場 合 に 、 当 該 家 屋 番 号 が 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推

定 さ れ て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

  ま た 、 推 定 部 ３ ２ は 、 登 記 情 報 記 憶 部 ２ ８ に 記 憶 さ れ て い る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て

推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 の 登 記 情 報 デ ー タ を 特 定 し て も よ い 。 そ し て 、

推 定 部 ３ ２ は 、 当 該 登 記 情 報 デ ー タ に お け る 「 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 」 欄 の 記 載 内 容 に 相 当

す る 値 （ 不 動 産 登 記 全 部 事 項 の 「 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 」 と の 記 載 の 右 側 に 記 載 さ れ て い る

値 ） が 、 所 定 数 （ 例 え ば 、 ４ ） 以 上 の 家 屋 番 号 を 表 し て い る 場 合 は 、 当 該 家 屋 番 号 を 分 譲

マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ９ 】
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  ま た 、 本 実 施 形 態 に お い て 、 推 定 部 ３ ２ が 、 上 述 の よ う に し て 推 定 さ れ る 区 分 建 物 の 家

屋 番 号 （ あ る い は 、 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 ） に つ い て 、 複 数 の 棟 の そ れ ぞ れ に 設 け ら

れ て い る 家 屋 番 号 を 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ０ 】

  こ こ で 、 推 定 部 ３ ２ は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ

る 建 物 の 登 記 情 報 に 示 さ れ て い る 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 欄 の 内 容 に 基 づ い て 、 複 数 の 棟 の そ

れ ぞ れ に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ １ 】

  例 え ば 、 推 定 部 ３ ２ は 、 登 記 情 報 記 憶 部 ２ ８ に 記 憶 さ れ て い る 複 数 の 登 記 情 報 デ ー タ の

う ち か ら 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 建 物 の 登 記 情

報 デ ー タ を 特 定 し て も よ い 。 そ し て 、 推 定 部 ３ ２ は 、 当 該 登 記 情 報 デ ー タ に お け る 「 専 有

部 分 の 家 屋 番 号 」 欄 の 記 載 内 容 に 相 当 す る 値 （ 不 動 産 登 記 全 部 事 項 の 「 専 有 部 分 の 家 屋 番

号 」 と の 記 載 の 右 側 に 記 載 さ れ て い る 値 ） を １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し

て 推 定 し て も よ い 。 ま た 、 推 定 部 ３ ２ は 、 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と

し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 が 関 連 付 け ら れ て い る 地 番 を 特 定 し て も よ い 。 そ し て 、 推 定 部 ３

２ は 、 特 定 さ れ る 地 番 と 上 物 関 係 デ ー タ に お い て 関 連 付 け ら れ て い る 複 数 の 家 屋 番 号 を 特

定 し て も よ い 。 そ し て 、 推 定 部 ３ ２ は 、 こ の よ う に し て 特 定 さ れ る 複 数 の 家 屋 番 号 の う ち

の 、 上 述 の よ う に し て １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号

以 外 の 少 な く と も １ つ の 家 屋 番 号 を 、 別 の １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て

推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ２ 】

  あ る い は 、 推 定 部 ３ ２ は 、 上 述 の よ う に し て 推 定 さ れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 （ あ る い は

、 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 ） の う ち の 、 所 定 の 同 じ 棟 識 別 記 号 が 含 ま れ て い る 複 数 の 家

屋 番 号 を 、 １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も よ い 。 棟 識 別 記 号 と

し て は 、 例 え ば 、 「 － 甲 」 、 「 － 乙 」 、 「 － 丙 」 、 「 － Ａ 」 、 「 － Ｂ 」 、 「 － Ｃ 」 、 「 －

あ 」 、 「 － い 」 、 「 － う 」 、 「 － イ 」 、 「 － ロ 」 、 「 － ハ 」 な ど が 挙 げ ら れ る 。

【 ０ ０ ８ ３ 】

  ま た 、 例 え ば 、 上 述 の よ う に し て 推 定 さ れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 （ あ る い は 、 分 譲 マ ン

シ ョ ン の 家 屋 番 号 ） の う ち の 、 共 有 部 分 を 表 す 家 屋 番 号 と 専 有 部 分 を 表 す 家 屋 番 号 と が 併

存 し て い る 複 数 の 家 屋 番 号 を 、 １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 し て も

よ い 。 例 え ば 、 共 有 部 分 を 表 す 「 － １ 」 と 専 有 部 分 を 表 す 「 － １ － ＊ ＊ ＊ 」 （ ＊ は 任 意 の

数 字 ） が 併 存 し て い る 複 数 の 家 屋 番 号 を 、 １ つ の 棟 に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て

推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ４ 】

  あ る い は 、 マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ 記 憶 部 ３ ０ に 記 憶 さ れ て い る マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ に 棟 の

情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に は 、 推 定 部 ３ ２ は 、 マ ン シ ョ ン 簿 に 記 録 さ れ て い る 棟 の 情 報

に 基 づ い て 、 同 一 の 棟 の 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 推 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ５ 】

  本 実 施 形 態 に よ れ ば 、 以 上 で 説 明 し た よ う に 、 上 物 関 係 デ ー タ を 用 い て 区 分 建 物 の 家 屋

番 号 を 推 定 す る こ と に よ り 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 的 確 に 推 定 で き る こ と と な る 。

【 ０ ０ ８ ６ 】

  ま た 、 上 述 の 具 体 的 な 文 字 列 や 数 値 、 並 び に 、 図 面 中 の 具 体 的 な 文 字 列 は 例 示 で あ り 、

こ れ ら の 文 字 列 や 数 値 に は 限 定 さ れ な い 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ８ ７ 】

  １ ０   区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 、 ２ ０   家 屋 番 号 リ ス ト デ ー タ 記 憶 部 、 ２ ２   登 記 申 請 情

報 記 憶 部 、 ２ ４   上 物 関 係 デ ー タ 生 成 部 、 ２ ６   上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 部 、 ２ ８   登 記 情 報

記 憶 部 、 ３ ０   マ ン シ ョ ン 簿 デ ー タ 記 憶 部 、 ３ ２   推 定 部 、 ３ ４   リ ス ト 生 成 部 、 ３ ６   

生 成 リ ス ト 記 憶 部 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 手 続 補 正 書 】

【 提 出 日 】 令 和 7年 7月 14日 (20 2 5 . 7 . 1 4 )

【 手 続 補 正 １ 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲

【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

少 な く と も １ つ の 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と 、 当 該 少 な く と も １ つ の 地 番 に よ り 識 別 さ れ る

土 地 の 上 物 で あ る 少 な く と も １ つ の 建 物 の 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ と 、 を 含 む 上 物

関 係 デ ー タ を 複 数 記 憶 す る 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、

  区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す

る 家 屋 番 号 特 定 手 段 と 、

特 定 さ れ る 家 屋 番 号 が 示 さ れ て い る 前 記 家 屋 番 号 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ を 特 定

す る 上 物 関 係 デ ー タ 特 定 手 段 と 、

  特 定 さ れ る 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 含 ま れ る 前 記 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 少 な く と も １ つ の

家 屋 番 号 の そ れ ぞ れ を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る 家 屋 番 号 推 定 手 段 と 、 を 含 み

、

１ つ の 地 番 を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と 、 当 該 １ つ の 地 番 を 含 む 複

数 の 地 番 の 組 合 せ を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と は 、 異 な る 前 記 上 物

関 係 デ ー タ と し て 扱 わ れ る 、

区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ２ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋 番 号 と

( 14 ) JP  2026-13775  A  2026.1.29



特 定 さ れ る 家 屋 番 号 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 か ら 除 外 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ３ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 特 定 さ れ る 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 含 ま れ る 前 記 家 屋 番 号 デ ー

タ が 示 す 家 屋 番 号 で あ っ て 、 区 分 建 物 で は な い 建 物 の 家 屋 番 号 以 外 の 家 屋 番 号 の 数 が 所 定

数 以 上 で あ る 場 合 に 、 当 該 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 を 分 譲 マ ン シ ョ ン の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す

る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ４ 】

  前 記 家 屋 番 号 推 定 手 段 は 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 さ れ る 家 屋 番 号 に よ り 識 別 さ

れ る 建 物 の 登 記 情 報 に 示 さ れ て い る 専 有 部 分 の 家 屋 番 号 欄 の 内 容 に 基 づ い て 、 複 数 の 棟 の

そ れ ぞ れ に 含 ま れ る 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 推 定 す る 、

  請 求 項 １ に 記 載 の 区 分 建 物 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ５ 】

  家 屋 番 号 特 定 手 段 が 、 区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建

物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、

上 物 関 係 デ ー タ 特 定 手 段 が 、 少 な く と も １ つ の 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と 、 当 該 少 な く と も

１ つ の 地 番 に よ り 識 別 さ れ る 土 地 の 上 物 で あ る 少 な く と も １ つ の 建 物 の 家 屋 番 号 を 示 す 家

屋 番 号 デ ー タ と 、 を 含 む 上 物 関 係 デ ー タ を 複 数 記 憶 す る 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ

れ て い る 複 数 の 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 が 示 さ れ て い る 前 記

家 屋 番 号 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、

  家 屋 番 号 推 定 手 段 が 、 特 定 さ れ る 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 含 ま れ る 前 記 家 屋 番 号 デ ー タ が

示 す 少 な く と も １ つ の 家 屋 番 号 の そ れ ぞ れ を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ ッ

プ と 、 を 含 み 、

１ つ の 地 番 を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と 、 当 該 １ つ の 地 番 を 含 む 複

数 の 地 番 の 組 合 せ を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と は 、 異 な る 前 記 上 物

関 係 デ ー タ と し て 扱 わ れ る 、

区 分 建 物 推 定 方 法 。

【 請 求 項 ６ 】

  区 分 建 物 の 登 記 申 請 に 係 る 登 記 申 請 情 報 に 基 づ い て 、 当 該 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 を 特 定 す

る ス テ ッ プ と 、

少 な く と も １ つ の 地 番 を 示 す 地 番 デ ー タ と 、 当 該 少 な く と も １ つ の 地 番 に よ り 識 別 さ れ る

土 地 の 上 物 で あ る 少 な く と も １ つ の 建 物 の 家 屋 番 号 を 示 す 家 屋 番 号 デ ー タ と 、 を 含 む 上 物

関 係 デ ー タ を 複 数 記 憶 す る 上 物 関 係 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 複 数 の 前 記 上 物 関 係

デ ー タ に 基 づ い て 、 特 定 さ れ る 家 屋 番 号 が 示 さ れ て い る 前 記 家 屋 番 号 デ ー タ を 含 む 前 記 上

物 関 係 デ ー タ を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、

  特 定 さ れ る 前 記 上 物 関 係 デ ー タ に 含 ま れ る 前 記 家 屋 番 号 デ ー タ が 示 す 少 な く と も １ つ の

家 屋 番 号 の そ れ ぞ れ を 、 区 分 建 物 の 家 屋 番 号 と し て 推 定 す る ス テ ッ プ と 、 を コ ン ピ ュ ー タ

に 実 行 さ せ る た め の 、

１ つ の 地 番 を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と 、 当 該 １ つ の 地 番 を 含 む 複

数 の 地 番 の 組 合 せ を 示 す 前 記 地 番 デ ー タ を 含 む 前 記 上 物 関 係 デ ー タ と は 、 異 な る 前 記 上 物

関 係 デ ー タ と し て 扱 わ れ る 、

プ ロ グ ラ ム 。
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